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6 月 7 日（日）の例会を中止します。 

新型コロナ感染が終息に向かいつつあるとはいえ、なお感染の危険が

避けられないことから中止とします。 

また、7月例会として毎年実行委員会参加してきた「7.7 平和集会（盧

溝橋事件の日集会）」は、主催者側から中止するとの連絡がありました。 

8 月「戦争遺跡巡りバスツアー」も「三密」を避けられる環境にな

いことから、これも残念ながら中止の判断をしました。 
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安倍内閣が検察庁法改正案の今国会での成立断念。 

世論が反発、民主主義の底力を示した。 
安倍内閣は 5 月 18 日、特定の検察庁幹部の定年を内閣の意向で特例的に延長する

ことを可能にする「検察庁法改定案」の今国会での採決を断念しました。この「改定

案」に対してはインターネット上などに 5百万を超える反対の世論が拡散され、野党

の共同の国会での論戦が、今国会での成立断念に追い込んだものです。15 日には松

尾邦弘・元検事総長ら、ロッキード事件捜査の経験者を中心とする元検察官 14 人が

反対の意見書をだしたのに続き 18 日には熊崎勝彦氏ら複数の東京地検特捜部長経験

者や元最高裁判事ら計 38 人が政府に再考を求めました。「検察の独立性・政治的中

立性と検察に対する国民の信頼が損なわれかねない」と指摘、「これまで事件処理等

の過程で、幹部検察官の定年延長の必要性が顕在化した例はな」く、「性急に法制化

する必要は全く見当たらない」としています。『インターネットデモ』と言われるよ

うな「反対」の声が上がり、これまで政治に関わってこなかった著名な俳優、文化関

係者からツィッターが寄せられました。女優の小泉今日子さんは自らのブログに、松

尾邦弘氏ら検察ＯＢの意見書全文を読み、「泣きました。そして背筋が伸びました。

こういう大人にわたしはなりたい」と思いをつづりました。 

コロナ対応が最優先の時に、「不要不急」の法案に断が下されことは国民の良識が

健全であると確認されました。しかし、政府は継続審議として秋の臨時国会で成立さ

せようとしており、私たちは「撤回」に向けて引き続き運動をすすめていきましょう。 
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恒例の駅前署名宣伝行動ですが、６月の「９の日」、「１９の日」は 

『スタンディング』というやり方で実施します。いずれも午後 4 時から。 

場所はＪＲ北広島駅西口前です。十分に間隔を空け、署名は行いません。 



北広島市議会は、6月5日（金）に開会。皆さん今こそ、声を上げましょう。 

新型コロナウィルスによる「自粛と休業」に対する補償の追加支援が明らかになりました。

今議会では総額1億6千万円が計上されます。 

＊「一人一律 10 万円の支給」申請の郵送は 5月 20 日から始まっています。 

早目に受け取りたい方は、別途市役所と相談ください。 

＊理美容店、文房具店、イートインのないパンや菓子店で売り上げが 2割～5 割減

の事業者に 10 万円。（対象事業者は約４００カ所） 

＊医療・障がい・高齢者支援施設、私立子育て支援施設に、法人単位で１０～３０万円。

（対象施設は市内約１７０カ所） 

＊児童扶養手当受給のひとり親世帯へ、子ども一人１万円+世帯 1万円。 

感染者が減ってきているとはいえ、油断は禁物です。政府発表の感染者数のこの数字は

ＰＣＲ検査を広範囲に実施していない状況にあるもので安心はできないのです。 
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中村睦男元北大総長が亡くなられました。 

当会の準備段階であった2007年 7月から長きにわたっ

て活動を見守っていただきました。 

中村さんの訃報は、5 月に入っての新聞報道でした。4月 17 日入院先の病院で亡く

なられたといいます。道新はじめ各紙は主として「アイヌ関係」での業績を中心に報

じていました。勿論「アイヌの人権」に関する功績は大きいものですが、先生の専門

は憲法学で、その立場から当会には蔭ながらたくさんのご支援、ご教示をいただきま

した。当会が準備会であった2007年7月15日にご講演いただいたのを皮切りに、2008

年 11 月第 2 回総会、2013 年 4 月第 39 回例会、2014 年 10 月道都大学園祭、2017 年 9 

月第 11 回総会と、計５回講演をしていただきました。いつも気さくに時間の許す限

り関わっていただきました。現今の安倍政権には常に警鐘を鳴らし、「恣意」的であ

ると叱咤されたことを思い出します。私たちは、今の憲法を守る必要性を訴えられた

先生のご遺志を継いでいきたいと思います。心からご冥福をお祈りします。 
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◎募金のお願い 当会は会員制をとっていません。会の活動は皆さんの浄財が頼りです。

いま活動の自粛が続き、財政がピンチです。是非皆さんのご協力をお願いいたします。 
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